
◎ 保育の受け皿拡大を進めているが、女性の就業率上昇等に伴う潜在需要の顕在化に対応するため、受け皿拡大を更に加速
させる必要がある。

◎ 今後、女性の就業率上昇が更に進むことを念頭に、待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの受け皿整備の目標
を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分整備することとした。

◎ 事業所内保育を主軸とした企業主導型の多様な就労形態に対応した保育サービスの拡大を支援する仕組みを創設する。
※ 運営費の補助単価については、子ども・子育て支援新制度の各種単価を参考に設定。
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保育等多様な預かりを必要
に応じて実施

○ 設置に市区町村の関与なし
○ 利用も直接契約
○ 地域枠設定も自由
○ 複数企業の共同利用も自由
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▼週２日程度就労など、
多様な就業形態に対応し
た保育サービス

▼地域の保育所等に入所する
までの間など、必要とする
期間に応じた柔軟な受け入れ

⇒継続就業を促進

○ 柔軟な人員配置
○ 多様な勤務形態に対応した多様な保育

サービスも可能
○ 整備費・運営費を補助

本事業の特徴
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育児休業明けの
職員など

企業主導型保育事業（仕事・子育て両立支援事業費補助金） 新
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認可保育所等に入所するまでの一定期間受け入れ

▼ 既存の事業所内保育所で空き定員（自社の従業員だけでは利用者が埋まらない枠）を有効利用可能とする。
▼ 他社の従業員の子ども等が利用した場合の運営費を補助する。
▼ 利用は直接契約とする。
▼ 各企業との連携やマッチングをコーディネート。
▼ 広域的な利用が可能。

◎ 既存の事業所内保育施設では、自社の従業員のみでは運営が安定しない、企業の持ち出しとなる
ケースも多いことから、企業主導型保育事業では、既存の事業所内保育施設の空き定員を有効
利用する事業に対しても補助を行う。

■ 事業所内保育有効利用支援について
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